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見積参加者選考調書（特定随意契約用）

調 達 件 名

発 注 課

選定事業者

決 定 日

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号（予定価格100万円超の場合に記入）

令和5年4月11日

仮称）動物愛護センター整備事業における
令和５年度レジリエンス強化型ＺＥＢ実証事業補助金申請書作成補助業務

保健福祉局保健所動物管理センター

株式会社アトリエアク

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

　（仮称）動物愛護センター整備事業においては、令和４年度からレジリエンス強化型Ｚ
ＥＢ実証事業補助金（以下「補助金」という。）を活用しながら工事を実施しているとこ
ろであり、今年度分の整備事業においても補助金の申請をすることとしている。
　本業務では、補助金の申請に必要な書類の作成、技術的助言及び補助金執行団体からの
ヒアリングなどへの対応などを行うこととしており、（仮称）動物愛護センターの設計・
工事内容を十分に把握している設計業者しか有し得ない専門的な知識・技術を必要とする
業務である。
　また、令和４年度の本件業務では、設計業者である株式会社アトリエアクが本業務を執
行しており、今年度の補助金申請は昨年度の状況を踏まえたうえで申請書類等を作成する
必要がある。
　これらの事由から、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号により、設計業者であ
る株式会社アトリエアクが本件業務を実施できる唯一の企業であると判断し、特定するも
のである。
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